
労
働
施
策
総
合
推
進
法
９
条
は
、

「
事
業
主
は
、
労
働
者
が
そ
の
有

す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
た

め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
き
は
、
労
働
者
の
募
集
及

び
採
用
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
均
等
な

機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
定
め
て
い
ま
す
。

年
齢
制
限
禁
止
は
、
個
々
人
の

能
力
、
適
性
を
判
断
し
て
募
集
・

採
用
す
る
こ
と
で
、
一
人
ひ
と
り

に
よ
り
均
等
な
働
く
機
会
が
与
え

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

労
働
者
の
募
集
お
よ
び
採
用
の

際
に
は
、
原
則
と
し
て
年
齢
を
不

問
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
民
間
の
職
業
紹

介
事
業
者
、
求
人
広
告
な
ど
を
通

じ
て
募
集
・
採
用
す
る
場
合
や
、

事
業
主
が
自
ら
募
集
・
採
用
す
る

場
合
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
直
接

募
集
な
ど
）
を
含
め
、
幅
広
く
適

用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
雇
用
の
形

態
を
問
い
ま
せ
ん
。

形
式
的
に
求
人
票
を
「
年
齢
不

問
」
と
す
れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
求
人
票
で
は
年
齢
不

問
と
し
な
が
ら
も
、
書
類
選
考
や

面
接
で
年
齢
を
理
由
に
応
募
を
断
っ

た
り
採
否
を
決
定
し
た
り
す
る
こ

と
は
、
法
の
規
定
に
反
し
ま
す
。

本
人
の
希
望
と
関
係
な
く
、
一

定
年
齢
以
上
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に

す
る
な
ど
、
応
募
者
の
年
齢
を
理

由
に
雇
用
形
態
、
職
種
な
ど
の
求

人
条
件
の
変
更
を
行
う
こ
と
も
で

き
ま
せ
ん
。

募
集
・
採
用
に
あ
た
っ
て
は
、

年
齢
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
人
物
・

能
力
本
位
で
行
い
ま
す
。

禁
止
さ
れ
る
具
体
例
は
下
図
の

と
お
り
で
す

次
の
６
項
目
の
理
由
に
該
当
す

れ
ば
例
外
的
に
年
齢
制
限
が
認
め

ら
れ
ま
す
。

例
外
事
由
１
号

定
年
年
齢
を
上
限
と
し
て
、
そ

の
上
限
年
齢
未
満
の
労
働
者
を
期

間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
対

象
と
し
て
募
集
・
採
用
す
る
場
合

例
外
事
由
2
号

労
働
基
準
法
そ
の
他
の
法
令
の

規
定
に
よ
り
年
齢
制
限
が
設
け
ら

れ
て
い
る
場
合

例
外
事
由
3
号
イ

長
期
勤
続
に
よ
る
キ
ャ
リ
ア
形

成
を
図
る
観
点
か
ら
、
若
年
者
等

を
期
間
の
定
め
の
な

い
労
働
契

約
の
対
象
と
し
て
募
集
・
採
用
す

る
場
合

例
外
事
由
3
号
ロ

技
能
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
承
の
観

点
か
ら
、
特
定
の
職
種
に
お
い
て

労
働
者
数
が
相
当
程

度
少
な
い

特
定
の
年
齢
層
に
限
定
し
、
か
つ
、

期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の

対
象
と
し
て
募
集
・
採
用
す
る
場

合

例
外
事
由
3
号
ハ

芸
術
・
芸
能
の
分
野
に
お
け
る

表
現
の
真
実
性
な
ど
の
要
請
が
あ

る
場
合

例
外
事
由
3
号
ニ

60
歳
以
上
の
高
年
齢
者
、
就
職

氷
河
期
世
代
（
昭
和
43
年
４
月
２

日
か
ら
昭
和
63
年
４
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
者
）
ま
た
は
特
定
の

年
齢
層
の
雇
用
を
促
進
す
る
施
策

（
国
の
施
策
を
活
用
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
限
る
）
の
対
象
と
な
る

者
に
限
定
し
て
募
集
・
採
用
す
る

場
合
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募
集
・
採
用
時
の

年
齢
制
限
禁
止

趣
旨
と
解
説

例
外
事
由
あ
り



厚
生
労
働
省
で
は
、
12
月
を

｢

職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
撲
滅
月

間｣

と
定
め
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

な
い
職
場
環
境
づ
く
り
を
進
め
る

た
め
、
集
中
的
な
広
報
・
啓
発
活

動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

広
報
・
啓
発
活
動
の
一
環
と
し

て
、
今
年
は
12
月
５
日
に
「
職
場

に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で

開
催
さ
れ
、
専
門
家
に
よ
る
基
調

講
演
や
、
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
対
策
に
取
り
組
む
企
業
の
方

か
ら
取
組
事
例
を
紹
介
す
る
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
関
し
て

は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
と
は
別
に
「
あ
か
る
い
職
場
応

援
団
」
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
が
あ
り

ま
す
。

11
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

翌
年
1
月
４
日

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

本
年
最
後
の
給
料
の
支
払
を
受
け

る
日
の
前
日
ま
で

○
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除
申

告
書
、
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特

別
控
除
申
告
書
の
提
出

［
給
与
の
支
払
者
］

賞
与
支
給
月
の
場
合

○
賞
与
を
支
給
し
た
と
き
：
支
払

日
か
ら
５
日
以
内
に
賞
与
支
払
届

の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
賞
与
の
支
給
が
な
か
っ
た
と
き
：

賞
与
不
支
給
報
告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］
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先
日
ま
で
冬
用
の
コ
ー
ト
が
少

し
早
い
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
い

つ
の
間
に
か
12
月
に
。
粕
汁
が
お

い
し
い
と
感
じ
る
気
温
に
な
り
ま

し
た
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail：
fujita.office-1@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・075-611-5300
FAX・075-644-6922

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-503

編
集
後
記

Ｑ
中小企業の月６０時間超の時間外労働に

対する割増率が引き上げられ、社会保険

の随時改定の契機になると聞きました。時間外労

働手当のうち５割増の賃金が支給されていなくて

も関係ありますか。

Ａ
随時改定（健康保険法４３条）とは、報酬

月額が著しく高低した場合に、保険料や保

険給付のベースとなる標準報酬月額を見直すもの

です。保険者が必要と認めるときに行われるもの

ですが、通知（昭３６・１・２６保発４号）で２

等級以上の標準報酬月額の変動があった場合など

と規定しています。

事務連絡（令５・６・27）では、超過勤務手当

について、支給単価（支給割合）が変更となった

場合には随時改定の対象になるとしています。

随時改定を行うか否かは、変動月からの３カ月

間に支給された報酬（残業代含む）を確認する必

要があります。変動月ですが、昇降給等した場合

に則って、５割増の割増賃金の支払いの有無にか

かわらず、労基法改正による割増賃金率の適用さ

れた残業手当の支給開始月が起算月となる（日本

年金機構）と解されています。ただし、実際に改

定の要因となるのは、当該非固定的賃金の支給実

績が生じたときです。

月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

12


